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公 告■

採石法（昭和２５年法律第２９１号）第３２条の１３第１項の規定により、第５０回（令和３年度）採石業務管

理者試験を次のとおり行う。

令和３年８月３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 受験資格 制限しない。

２ 試験内容 筆記による試験とし、試験科目は、次に掲げる事項とする。

(1) 岩石の採取に関する法令事項（環境保全関係法令事項を含む。）

(2) 岩石の採取に関する技術的な事項（岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキ（脱水処理に

伴って生ずる湿状の岩石粉をいう。）の処理、廃土及び廃石のたい積並びに採掘終了時の措置に関する技術的

事項）

３ 出題形式 選択式筆記試験とする。なお、出題数は、法令問題１０問（全問必須問題）及び技術問題１５問

（５問の必須問題及び１０問から５問を選択して解答する選択問題）とする。

４ 試験の日時 令和３年１０月８日（金）午前１０時から正午まで

５ 試験の場所 群馬県庁（前橋市大手町一丁目１番１号）昭和庁舎３５会議室

６ 受験願書の請求

(1) 受験願書は、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に請求すること。

(2) 郵便で請求する場合は、封筒の表に「採石業務管理者試験受験願書請求」と朱書きし、１２０円分の切手を

貼った宛先明記の返信用封筒を同封の上、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係（〒３７１－８５７０ 前橋市

大手町一丁目１番１号）又は県内各土木事務所宛て請求すること。

７ 受験手続

(1) 申込書類 受験願書（所定の用紙に自署で必要事項を記入した上で、受験票の裏面の葉書に６３円分の切手

を貼ること。）及び写真（受験願書提出前６月以内に正面から上半身を撮影した縦４センチメートル横３セン

チメートルのもの）

(2) 受験手数料 ８，１００円分の群馬県収入証紙又は払込書により納付すること（払込書による納付の場合は、

令和３年９月１３日（月）までに群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に連絡すること。）。

８ 受験願書の提出

(1) 受験願書は、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係又は県内各土木事務所に提出すること。

(2) 受付期間 令和３年９月６日（月）から同月２４日（金）まで

(3) 郵送する場合は、封筒の表に「採石業務管理者試験受験願書在中」と朱書きし、令和３年９月２４日（金）

までに必着のこと。また、直接提出する場合は、土日、祝日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分ま

での間に提出すること。

９ 合格者の発表日等 合格者の発表は、令和３年１１月１日（月）午前９時に合格者の受験番号を群馬県ホーム

ページで公表することとし、合格者には、合格証を郵送により交付する。

10 その他 この試験についての問合せは、群馬県県土整備部砂防課砂防管理係（電話０２７―２２６―３６

３２）に行うこと。
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

■
◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

公
職
選
挙
法
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
三
日

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

宮

下

智

滿

公
職
選
挙
法
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

公
職
選
挙
法
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式

備
考
２
中
「推

薦
届
者

」
を
「推

薦
届
出
者

」
に
、
「候

補
者
名

」
を
「候

補
者
氏
名

」
に
、
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
、
「第

３
号

様
式
の
２

」
を
「第

３
号
様
式
の
２

」
に
改
め
、
同

様
式
備
考
３
中
「候

補
者
届
出
政
党
等

」
を
「候

補
者
届
出
政
党

」
に
、
「候

補
者
氏

名

」
を

「候
補
者
氏
名

」
に
、
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
４
中
「届

出
な
け

れ
ば

」
を
「届

け
出
な
け
れ
ば

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て

、
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状

、
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ

。
し

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が

、
、

あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
三
号
様
式
の
三
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
の
四
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
備
考
２
中
「候

補
者
届
出
政
党
等

」
を
「候

補
者
届
出
政
党

」
に
、
「候

補
者

氏
名

印

」
を
「候

補
者

氏
名

」
に
、
「代

表
者

氏
名
印

」
を
「代

表
者

氏
名

」
に
改
め
、

同
様
式
備
考
３
中
「届

出
な
け
れ
ば

」
を
「届

け
出
な
け
れ
ば

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

４
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て

、
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状

、
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ

。
し

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が

、
、

あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

「候
補

１
候
補
者
届
出
政
党
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

「候
補
者

氏
名

」を
、

代
表

者
届
出
政
党
の
名
称

と
読
み
替
え
る
。

者
氏

名

」

２
候
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又

、
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
。

、
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の

、
限
り
で
な
い
。

第
五
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

記
載
内
容
が
異
な
る
ビ
ラ
が
２
種
類
の
場
合
は

そ
れ
ぞ
れ
の
見
本
を
添
え
て
届
け
出
る

、
こ
と
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
五
号
様
式
の
二
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

記
載
内
容
が
異
な
る
ビ
ラ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
見
本
２
枚
を
添
え
て
申

、
請
す
る
こ
と
。

２
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示

又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び

、
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
届
出
政

。
、

党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
二
表
面
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
表
面
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
候
補
者
等
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
等
本
人
の
署
名
そ

。
、

の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
三
表
面
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
表
面
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当

、
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

後
援
団
体
の
代

。
、

表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
四
中
「候

補
者
等
の
氏
名

印

」
を
「候

補
者
等
の
氏
名

」

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「し

、代
表
者
の
押
印
を

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。４

候
補
者
等
又
は
後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書

類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又

、
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

。
、

候
補
者
等
又
は
後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の

、
限
り
で
な
い
。

第
九
号
様
式
の
五
表
面
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
表
面
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
候
補
者
等
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
等
本
人
の
署
名
そ

。
、

の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
六
表
面
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
表
面
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当

、
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

後
援
団
体
の
代

。
、

表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

令和３年８月３日（火） 群 馬 県 報 第９９２３号



4

５
候
補
者
等
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
、

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人

の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
等
本
人
の
署
名
そ

。
、

の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
八
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
後
援
団
体
の
代
表
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は

提
出
を

そ
の
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当

、
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

後
援
団
体
の
代

。
、

表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
九
号
様
式
の
十
一
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同

様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

記
載
内
容
が
異
な
る
ポ
ス
タ

ーが
あ
る
場
合
に
お
い
て
は

そ
れ
ぞ
れ
見
本
２
枚
を
添
え

、
て
申
請
す
る
こ
と
。

２
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示

又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び

、
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
届
出
政

。
、

党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

候
補
者
届
出
政
党
が
開
催
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

「何
選
挙

候
補
者

氏
名

」と
あ

、

「何
選
挙

る
の
は

候
補
者
届
出
政
党
の
名
称

と

「個
人
演
説
会
場

」と
あ
る
の
は

「政
党
演
説

、
代
表
者

氏
名

」

会
場

」と
読
み
替
え
る
。

２
候
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認

書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又

、
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
。

、
補
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の

、
限
り
で
な
い
。

第
十
八
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

「

「

受
付

受
付
者

※

※

者
印

確
認

第
二
十
二
号
様
式
の
二
中

を

に
改
め
る
。

」

」

第
二
十
三
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
二
十
四
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置

。
、

が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
五
号
様
式
の
五
そ
の
２
中

「

「

（

ふ

り

が

な

）

（

ふ

り

が

な

）

を

に
改
め
、

候
補
者
届
出
政
党
等
の
名
称

候
補
者
届
出
政
党
の
名
称

」

」

同
様
式
そ
の
２
備
考
１
中
「候

補
者
届
出
政
党
等

」
を
「候

補
者
届
出
政
党

」
に
改
め
る
。

「候
補
者
住
所

「候
補
者
住
所

「候
補

第
二
十
六
号
様
式
中

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中

氏
名
印

」

氏
名

」

氏

者
住
所

「候
補
者
住
所

「推
薦
届
出
者

住
所

「推
薦
届
出
者
住
所

を

に
、

を

に
改
め
、

名
印

」

氏
名

」

氏
名
印

」

氏
名

」

「候
補
者
届
出
政
党
名
称

「候

「候
補
者
住
所

「候
補
者
住
所

同
様
式
備
考
３
中

を

に
、

本
部
の
所
在
地

を

本
氏

名
印

」

氏
名

」

代
表
者

氏
名
印

」

代

補
者
届
出
政
党
名
称

部
の
所
在
地

に
改
め
、
同
様
式
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

表
者

氏
名

」

４
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ

、
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委

、
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
た
だ
し

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

。
、

、
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

。

、

第
二
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
七
号
様
式
の
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
の
三
備
考
以
外
の
部
分
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
３
中
「候

補
者

氏

名
印

」
を
「候

補
者

氏
名

」
に
、
「推

薦
届
出
者
氏
名
印

」
を
「推

薦
届
出
者

氏

「候
補
者
届
出
政
党

名
称

「候
補
者
届
出
政
党

名
称

名

」
に
、

を

に
改
め
、
同
様
式

代
表
者

氏
名
印

」

代
表
者

氏
名

」

備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ

、
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委

、
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任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
た
だ
し

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

。
、

、
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

。

、

第
二
十
七
号
様
式
の
四
中
「
）

氏
名
印

」
を
「
）

氏
名

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考

中
「候

補
者

氏
名
印

」
を
「候

補
者

氏
名

」
に
、
「推

薦
届
出
者

氏
名
印

」

「候
補
者
届
出
政
党

名
称

「候
補
者
届
出
政
党

を
「推

薦
届
出
者

氏
名

」
に
、

を

代
表
者

氏
名
印

」

代
表
者

名
称

に
改
め
る
。

氏
名

」

第
二
十
七
号
様
式
の
五
及
び
第
二
十
七
号
様
式
の
六
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
七
号
様
式
の
七
備
考
以
外
の
部
分
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

備
考１

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
が
届
け
出
る
場
合
は

様
式
中

「候
補
者

氏
、

「候
補
者
届
出
政
党

名
称

名

」を

「推
薦
届
出
者

氏
名

」又
は

と
読
み
替
え

代
表
者

氏
名

」

る
。

２
候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ

、
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委

、
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
た
だ
し

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

。
、

、
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
二
十
七
号
様
式
の
八
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ

、
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委

、
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ

と
た
だ
し

候
補
者

推
薦
届
出
者
又
は
候
補
者
届
出
政
党
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の

。
、

、
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

、
。

第
三
十
号
様
式
中
「氏
名

印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、

同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

第
８
１
条
の
申
請
に
お
い
て
は

「推
薦
演
説
会
の
周
知

」と
あ
る
の
は

「政
治
活

、
、

動

」と
読
み
替
え
る
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提

、
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ

。
、

の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な

、
い
。

第
三
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提

、
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ

。
、

の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な

、
い
。

第
三
十
四
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

「第
２
０
１
条
の
７
第
２
項

」と
あ
る
の
は

県
議
会
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は

「第
２

、
０
１
条
の
８
第
１
項
第
６
号

」と
県
知
事
選
挙
に
あ
つ
て
は

「第
２
０
１
条
の
９
第
１
項

、
第
６
号

」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提

、
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ

。
、

の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な

、
い
。

第
三
十
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提

、
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ

。
、

の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な

、
い
。

第
三
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
本
人
確
認
書
類

の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提

、
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

た
だ
し

政
党
そ

。
、

の
他
の
政
治
団
体
の
代
表
者
本
人
の
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な

、
い
。附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
執
行
規
程
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
三
日

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

宮

下

智

滿

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公

営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に

関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
１
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
１
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

令和３年８月３日（火） 群 馬 県 報 第９９２３号
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の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
２
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
２
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
３
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
３
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

契
約
届
出
書
に
は

契
約
書
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

、
。

２
候
補
者
本
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
届
け
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
１
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
１
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
２
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
２
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
３
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
３
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
候
補
者
本
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を

そ
の

、
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
し

候
補
者
本
人
の
署
名
そ
の
他

。
、

の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
あ
り
ま
せ
ん

、
。

別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
七
号
様
式
そ
の
１
中

「３
燃
料
代
の
請
求
は

契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
も

、
の
で

自
動
車
燃
料
代
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た

「確
認
金
額

」の
範
囲
内
に
限
ら
れ
て
い

を

、
ま
す

」
。

「３
燃
料
代
の
請
求
は

契
約
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
も

、
の
で

自
動
車
燃
料
代
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た

「確
認
金
額

」の
範
囲
内
に
限
ら
れ
て
い

、
ま
す
。

に

４
請
求
に
当
た
っ
て
は

原
則
と
し
て

契
約
業
者
等
の
代
表
者
印
の
押
印
が
必
要
で
す

、
、

が
押
印
が
困
難
な
場
合
は

こ
の
請
求
に
係
る
担
当
者
及
び
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡

、
、

先
電
話
番
号
を
請
求
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」

。

改
め
、
同
様
式
そ
の
２
中

「２
候
補
者
が
供
託
物
を
没
収
さ
れ
た
場
合
に
は

群
馬
県
に
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で

、

を

き
ま
せ
ん

」

。

「２
候
補
者
が
供
託
物
を
没
収
さ
れ
た
場
合
に
は

群
馬
県
に
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で

、
き
ま
せ
ん
。

３
請
求
に
当
た
っ
て
は

原
則
と
し
て

契
約
業
者
等
の
代
表
者
印
の
押
印
が
必
要
で
す

に

、
、

が
押
印
が
困
難
な
場
合
は

こ
の
請
求
に
係
る
担
当
者
及
び
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡

、
、

先
電
話
番
号
を
請
求
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」

。

改
め
、
同
様
式
そ
の
３
中

「３
こ
の
請
求
書
に
は

作
成
し
た
ビ
ラ
の
見
本
１
枚

（２
種
類
の
場
合
に
は
各
１
枚

）を
、

を

添
付
し
て
く
だ
さ
い

」

。

「３
こ
の
請
求
書
に
は

作
成
し
た
ビ
ラ
の
見
本
１
枚

（２
種
類
の
場
合
に
は
各
１
枚

）を
、

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
請
求
に
当
た
っ
て
は

原
則
と
し
て

契
約
業
者
等
の
代
表
者
印
の
押
印
が
必
要
で
す

に

、
、

が
押
印
が
困
難
な
場
合
は

こ
の
請
求
に
係
る
担
当
者
及
び
責
任
者
の
氏
名
及
び
連
絡

、
、

先
電
話
番
号
を
請
求
書
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

」

。

改
め
る
。附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
議
会
議
員
及
び
群
馬
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
八
月
三
日

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

宮

下

智

滿

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
報
告
）
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
九
条
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
二
条
第

四
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
九
十
二
条
第
七
項
、
第
八
項
及

び
第
九
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「
（取

り
消
し

）
」
を
「
（取

消
し

）
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「繰

り
上
げ

（繰
り
下
げ

」
を
「繰

上
げ

（繰
下
げ

」
に
改
め

る
。第

九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「繰

上

」
を
「繰

上
げ

」
に
、
「繰

り
上
げ
し
よ
う
と

」
を

「繰
上
げ
し
よ
う
と

」
に
、
「繰

り
上
げ
を

」
を
「繰

上
げ
を

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

令和３年８月３日（火） 群 馬 県 報 第９９２３号
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第
十
三
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
「第

９
２
条
第
３
項

」
を
「第

９
２
条
第
４
項

」
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

候
補
者

（代
表
者

）本
人
が
申
し
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提

出
を

そ
の
代
理
人
が
申
し
出
る
場
合
に
あ
っ
て
は
委
任
状
の
提
示
又
は
提
出
及
び
当
該
代
理

、
人
の
本
人
確
認
書
類
の
提
示
又
は
提
出
を
行
う
こ
と

。た
だ
し

候
補
者

（代
表
者

）本
人
の

、
署
名
そ
の
他
の
措
置
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

。

、

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和３年８月３日（火） 群 馬 県 報 第９９２３号
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落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和３年８月３日

群馬県立藤岡工業高等学校長 田 畑 茂

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 レーザー加工機 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立藤岡工業高等学校事務室 群馬県藤岡市下戸塚

４７番地２

３ 落札者を決定した日 令和３年７月１日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社マエキ前橋営業所 群馬県前橋市文京町１－３２－２１

５ 落札金額 ４５，９８０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和３年５月２１日

次のとおり落札者を決定した。

令和３年８月３日

群馬県立藤岡工業高等学校長 田 畑 茂

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 ロボット学習システム 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立藤岡工業高等学校事務室 群馬県藤岡市下戸塚

４７番地２

３ 落札者を決定した日 令和３年７月１日

４ 落札者の名称及び所在地 大興電気商事株式会社 群馬県前橋市亀里町７６５番地の１

５ 落札金額 ４０，１５０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和３年５月２１日

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
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